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議案第１６号

令和５年度能美市一般会計予算

令和５年度能美市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６，８２０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００，０００千円と定める。

（能美市一般会計）
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（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年２月２８日提出

能美市長 井 出 敏 朗

（能美市一般会計）



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 市 税 ８，８６０，０００

1 市 民 税 ３，４５１，４００

2 固定資産税 ４，３４９，０００

3 軽自動車税 １５４，４００

4 市たばこ税 ２９０，０００

5 入 湯 税 ４，２００

6 都市計画税 ６１１，０００

2 地方譲与税 ２００，６４４

1 地方揮発油譲与税 ４８，０００

2 自動車重量譲与税 １４３，０００

3 森林環境譲与税 ９，６４４

3 利子割交付金 １，９００

1 利子割交付金 １，９００

4 配当割交付金 ３５，０００

1 配当割交付金 ３５，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ２３，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ２３，０００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

6 法人事業税交付金 １４７，０００

1 法人事業税交付金 １４７，０００

7 地方消費税交付金 １，２８０，０００

1 地方消費税交付金 １，２８０，０００

8 ゴルフ場利用税交付金 ３７，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 ３７，０００

9 環境性能割交付金 １６，０００

1 環境性能割交付金 １６，０００

10 地方特例交付金 ６６，０００

1 地方特例交付金 ６２，０００

2 新型コロナウイルス感染症対策 ４，０００

地方税減収補てん特別交付金

11 地方交付税 ４，６００，０００

1 地方交付税 ４，６００，０００

12 交通安全対策特別交付金 ３，３００

1 交通安全対策特別交付金 ３，３００

13 分担金及び負担金 ２８７，５９７
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分 担 金 １４，０８４

2 負 担 金 ２７３，５１３

14 使用料及び手数料 ３０５，４６３

1 使 用 料 ２１２，７８５

2 手 数 料 ９２，６７８

15 国庫支出金 ２，８４５，５５８

1 国庫負担金 １，７０１，１８６

2 国庫補助金 １，１３４，０６５

3 国庫委託金 １０，３０７

16 県 支 出 金 １，３５７，４３６

1 県 負 担 金 ７７４，４５７

2 県 補 助 金 ４６６，０４３

3 県 委 託 金 １１６，９３６

17 財 産 収 入 １１，３８６

1 財産運用収入 ９，３８５

2 財産売払収入 ２，００１

18 寄 附 金 １３０，３６１

- 5  - (能美市一般会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 寄 附 金 １３０，３６１

19 繰 入 金 ２，０８３，１６２

1 基金繰入金 ２，０５４，４８１

2 特別会計繰入金 ２８，６８１

20 繰 越 金 ５０，０００

1 繰 越 金 ５０，０００

21 諸 収 入 ３３９，７１３

1 延滞金、加算金及び過料 ２

2 預 金 利 子 １６６

3 貸付金元利収入 ４０，０００

4 受託事業収入 ２７，８５０

5 雑 入 ２７１，６９５

22 市 債 ４，１３９，４８０

1 市 債 ４，１３９，４８０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２６，８２０，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 議 会 費 ２０１，２７０

1 議 会 費 ２０１，２７０

2 総 務 費 ２，８１７，２１８

1 総務管理費 ２，４１７，３７５

2 徴 税 費 ２７５，１８５

3 戸籍住民基本台帳費 ９０，１１０

4 選 挙 費 １３，１４７

5 統計調査費 ４，３１０

6 監査委員費 １７，０９１

3 民 生 費 ９，０２８，５１８

1 社会福祉費 ４，１３２，１３８

2 児童福祉費 ４，５６２，０５５

3 生活保護費 ３３３，７２６

4 災害救助費 ５９９

4 衛 生 費 ２，０１５，９７３

1 保健衛生費 １，０３１，１３６

2 環境衛生費 ２６７，１７２
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

3 清 掃 費 ７１７，６６５

5 労 働 費 ３７，１９８

1 労 働 諸 費 ３７，１９８

6 農林水産業費 ３７７，８９８

1 農 業 費 ３３５，７１４

2 林 業 費 ４１，７１７

3 水 産 業 費 ４６７

7 商 工 費 ４７２，９３５

1 商 工 費 ４７２，９３５

8 土 木 費 ２，５３８，９９８

1 土木管理費 １２５，０７９

2 道路橋りょう費 ８３９，６９５

3 河 川 費 ３８６，９２７

4 都市計画費 １，０９４，７２３

5 住 宅 費 ９２，５７４

9 消 防 費 １，４０８，１２９

1 消 防 費 １，４０８，１２９
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

10 教 育 費 ２，９１０，２９８

1 教育総務費 ４５６，１６９

2 小 学 校 費 ４０１，２０２

3 中 学 校 費 １８８，８９４

4 社会教育費 ８７９，２４６

5 保健体育費 ９８４，７８７

11 災害復旧費 ６４，２５０

1 災害復旧費 ６４，２５０

12 公 債 費 ４，８６４，７７２

1 公 債 費 ４，８６４，７７２

13 諸 支 出 金 ６２，５４３

1 基 金 費 ６２，５４３

14 予 備 費 ２０，０００

1 予 備 費 ２０，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２６，８２０，０００
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能美市土地開発公社に対する債務保証 令和５年度

金融機関が能美市土地開発公社に事業資金40億円を貸し付
けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期
間に対し年利5％以内の割合で算定される利子相当額を加算
した額を限度とする

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　間 限　度　額
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

公共事業等 161,400

公営住宅建設事業 34,900

単独災害復旧事業 31,800

学校教育施設等整備事業 48,200

社会福祉施設整備事業 119,700

一般補助施設整備等事業 43,700

一般事業 95,300

地域活性化事業 433,100

防災対策事業 4,500

緊急防災・減災事業 227,800

公共施設等適正管理推進事業 272,200

緊急自然災害防止対策事業 365,800

脱炭素化推進事業 85,700

臨時財政対策債 200,000

借換債 2,015,380

計 4,139,480

第 ３ 表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合に
は、その債権者と協定するものと
する。ただし、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期間を短縮
し、もしくは繰上償還又は低利債
に借換することができる。
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‐ 1 ‐ （能美市国民健康保険特別会計）

議案第１７号

令和５年度能美市国民健康保険特別会計予算

令和５年度能美市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，１９０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年２月２８日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 国民健康保険税 ８２４，０８８

1 国民健康保険税 ８２４，０８８

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 １２５

1 国庫補助金 １２５

4 県 支 出 金 ２，９６５，１６１

1 県負担金・補助金 ２，９６５，１６１

5 財 産 収 入 ３６７

1 財産運用収入 ３６７

6 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

7 繰 入 金 ３９９，１２７

1 一般会計繰入金 ３０２，１６８

2 基金繰入金 ９６，９５９

8 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

9 諸 収 入 １，１０２

1 延滞金加算金及び過料 １，０４０

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 ５２

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，１９０，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ５４，８８３

1 総務管理費 ４８，５５４

2 徴 収 費 ６，０６４

3 運営協議会費 ２６５

2 保険給付費 ２，９０４，８６８

1 療 養 諸 費 ２，５２１，５８５

2 高額療養費 ３６７，１１７

3 移 送 費 ６０

4 出産育児諸費 １２，５０６

5 葬 祭 諸 費 ３，６００

3 国民健康保険事業費納付金 １，１６８，５８３

1 医療給付費分 ７９１，９５２

2 後期高齢者支援分 ２７８，５９８

3 介護納付金分 ９８，０３３

4 共同事業拠出金 １０

1 共同事業拠出金 １０

5 保健事業費 ５０，３４４

(能美市国民健康保険特別会計)-  4  -



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保健事業費 １９，６６６

2 特定健康診査等事業費 ３０，６７８

6 基金積立金 ３６７

1 基金積立金 ３６７

7 公 債 費 ５００

1 公 債 費 ５００

8 諸 支 出 金 ９，４４５

1 償還金及び還付加算金 ４，７１８

2 繰 出 金 ４，７２７

9 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，１９０，０００

(能美市国民健康保険特別会計)-  5  -



‐ 1 ‐ （能美市後期高齢者医療特別会計）

議案第１８号

令和５年度能美市後期高齢者医療特別会計予算

令和５年度能美市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７１３，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３５，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

（１）後期高齢者医療広域連合納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用

令和５年２月２８日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ５４０，７７７

1 後期高齢者医療保険料 ５４０，７７７

2 使用料及び手数料 ２０

1 手 数 料 ２０

3 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

4 繰 入 金 １７１，３８３

1 一般会計繰入金 １７１，３８３

5 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

6 諸 収 入 ８００

1 延滞金及び過料 ２０

2 償還金及び還付加算金 ７５０

3 雑 入 ３０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ７１３，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ９，６９５

1 総務管理費 ７１５

2 徴 収 費 ８，９８０

2 後期高齢者医療広域連合納付金 ７０２，４８５

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ７０２，４８５

3 諸 支 出 金 ７６０

1 償還金及び還付加算金 ７５０

2 繰 出 金 １０

4 予 備 費 ６０

1 予 備 費 ６０

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ７１３，０００

-  3  - (能美市後期高齢者医療特別会計)



‐ 1 ‐ （能美市介護保険特別会計）

議案第１９号

令和５年度能美市介護保険特別会計予算

令和５年度能美市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，６３８，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年２月２８日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 １，０４８，４１５

1 介護保険料 １，０４８，４１５

2 使用料及び手数料 ４２

1 手 数 料 ４２

3 国庫支出金 １，０２４，６８５

1 国庫負担金 ７８６，４９３

2 国庫補助金 ２３８，１９２

4 支払基金交付金 １，２１４，９９２

1 支払基金交付金 １，２１４，９９２

5 県 支 出 金 ６５８，４４７

1 県 負 担 金 ６３７，０２６

2 県 補 助 金 ２１，４２１

6 財 産 収 入 １２５

1 財産運用収入 １２５

7 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

8 繰 入 金 ６９１，１４７

-  2  - (能美市介護保険特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 一般会計繰入金 ６８１，１４７

2 基金繰入金 １０，０００

9 繰 越 金 ３０

1 繰 越 金 ３０

10 諸 収 入 １０７

1 延滞金、加算金及び過料 ４０

2 預 金 利 子 １０

3 受託事業収入 １０

4 雑 入 ４７

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，６３８，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ７８，４５８

1 総務管理費 ３９，０５７

2 徴 収 費 ４，１５２

3 介護認定審査会費 ３５，２４９

2 保険給付費 ４，３８０，０００

1 介護サービス等諸費 ４，０４９，６６０

2 介護予防サービス等諸費 ９９，０９０

3 その他諸費 ２，８００

4 高額介護サービス等費 ９３，０００

5 高額医療合算介護サービス等費 １３，５５０

6 特定入所者介護サービス等費 １２１，９００

3 財政安定化基金拠出金 １０

1 財政安定化基金拠出金 １０

4 地域支援事業費 １４６，３７３

1 介護予防・生活支援サービス事 ９９，５０８

業費

2 包括的支援事業・任意事業 ４６，８６５

(能美市介護保険特別会計)-  4  -



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

5 保健福祉事業費 ４，５００

1 保健福祉事業費 ４，５００

6 基金積立金 １２５

1 基金積立金 １２５

7 公 債 費 ４０

1 公 債 費 ４０

8 諸 支 出 金 ２８，２９４

1 償還金及び還付加算金 １，５９０

3 繰 出 金 ２６，７０４

9 予 備 費 ２００

1 予 備 費 ２００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，６３８，０００

(能美市介護保険特別会計)-  5  -
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議案第２０号

令和５年度能美市温泉事業特別会計予算

令和５年度能美市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５，７００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００千円

と定める。

令和５年２月２８日提出

能美市長 井 出 敏 朗

（能美市温泉事業特別会計）



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 使用料及び手数料 ９，８００

1 使 用 料 ９，８００

2 財 産 収 入 ６

1 財産運用収入 ６

3 繰 入 金 １５，８７５

1 基金繰入金 ５，８７５

3 一般会計繰入金 １０，０００

4 繰 越 金 １９

1 繰 越 金 １９

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２５，７００

-  2  - (能美市温泉事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 温泉事業費 ２５，６９４

1 温泉事業費 ２５，６９４

2 諸 支 出 金 ６

1 基 金 費 ６

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２５，７００

-  3  - (能美市温泉事業特別会計)



　（総　則）

　（業務の予定量）
業務の予定量は、次のとおりとする。
給水戸数
年間総配水量
一日平均配水量
主要な建設改良事業
１. 配水施設拡張事業
２. 配水管改良事業
３. 施設改良事業
４. 営業設備費

　（収益的収入及び支出）
収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款
　　第１項
　　第２項

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

　　議案第２１号

令 和 ５ 年 度 能 美 市 水 道 事 業 会 計 予 算

第１条 令和５年度能美市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条
 (１) ２０,５２６戸
 (２) ７,０５２,７９０㎥
 (３) １９,３２２㎥
 (４)

第３条

　収　　　　　入
水 道 事 業 収 益 １,０８０,９００千円

営 業 収 益 ９３０,９９９千円
営 業 外 収 益 １４９,９０１千円

　支　　　　　出
水 道 事 業 費 用 ９０９,１００千円

営 業 費 用 ８５２,４３０千円
営 業 外 費 用 ５６,２１０千円
特 別 損 失 ４６０千円

- 1 - （能美市水道事業会計）



　（資本的収入及び支出）
資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

　 ３４６，５００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６２，０５８千円、過年度分損益
　 勘定留保資金２０２，４４２千円、建設改良積立金２０，０００千円及び減債積立金６２，０００千円で補
　 填するものとする。）。

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

　第１款
　　第１項
　　第２項

　（債務負担行為）
債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

第４条

　収　　　　　入
資 本 的 収 入 ５２８,９００千円

企 業 債 ４７４,９００千円
工 事 負 担 金 ３１,６００千円
分 担 金 ２２,４００千円

　支　　　　　出
資 本 的 支 出 ８７５,４００千円

建 設 改 良 費 ５１８,２００千円
企業債償還金 ３５７,２００千円

第５条

事項 期間 限度額

能 美 市 上 下 水 道 料 金 等 業 務 委 託 令和５年度～令和１０年度 ２１８,７９０千円
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　（企業債）
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　（一時借入金）
一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

　第１款水道事業費用のうち第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不
足を生じた場合における項間の流用。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費を

　 その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　職員給与費

　（たな卸資産の購入限度額）
たな卸資産の購入限度額は、１５，０００千円と定める。

　（他会計からの補助金）
第１１条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４３，４００千円と定める。

第６条

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

第７条

第８条

 (１)

第９条

 (１) ３１,６１９千円

第１０条

配 水 管 改 良 事 業 ３８５,９００千円

施 設 改 良 事 業 ８９,０００千円

　普通賃借又は証書
借入
　借入時期は令和５
年度とする。ただ
し、工事の進捗状況
等により起債の全部
又は一部を翌年度に
繰り越して借り入れ
ることができる。

　年５.０％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
場合は、当該見直し
後の利率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
には、その債権者と協
定するものとする。た
だし、市財政の都合に
より据置期間及び償還
期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債
に借換することができ
る。

- 3 - （能美市水道事業会計）



　（重要な資産の取得）
第１２条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

取得する資産
（　種　類　） （　名　称　） 　　（　数　量　）

　　構築物 　　配水管 　　φ５０～１５０　Ｌ＝２，１７１．９ｍ

 機械及び装置 　　配水施設 　　　　一　式

 機械及び装置 　　メーター 　　　　一　式

処分する資産

（　種　類　） （　名　称　） 　　（　数　量　）

　　構築物 　　配水管 　　φ５０～１５０　Ｌ＝２，１７１．９ｍ
 機械及び装置 　　配水施設 　　　　一　式
 機械及び装置 　　メーター 　　　　一　式

令和５年２月２８日提出

　能美市長　井　出　敏　朗　　

 (１)

 (２)
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　（総　則）

第１条　令和５年度能美市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

給水事業所数　

年間総配水量　 辰口寺井地区工業用水道

根上地区工業用水道

一日平均配水量　 辰口寺井地区工業用水道

根上地区工業用水道

主要な建設改良工事 辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業

辰口寺井地区工業用水道事業施設拡張事業

根上地区工業用水道事業施設改良事業

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業収益

　　第１項　営 業 収 益

　　第２項　営 業 外 収 益

議案第２２号

令和５年度能美市工業用水道事業会計予算

（１） １１社

（２） １６,７０２,４００㎥
３,９１４,０００㎥

（３） ４５,７６０㎥

１０,７２３㎥

（４）

収　　　　入

４３０,４００千円

３３５,９１０千円

９４,４９０千円

- 1 - （能美市工業用水道事業会計）



　第２款　根上地区工業用水道事業収益

　　第１項　営 業 収 益

　　第２項　営 業 外 収 益

　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業費用

　　第１項　営 業 費 用

　　第２項　営 業 外 費 用

　第２款　根上地区工業用水道事業費用

　　第１項　営 業 費 用

　　第２項　営 業 外 費 用

　（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

　　　２１１，３００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６３，５１６千円、過年度分損益

　　　勘定留保資金１０６，１８４千円及び減債積立金４１，６００千円で補填するものとする。）。

　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業資本的収入

　　第１項　企 業 債

　第２款　根上地区工業用水道事業資本的収入

　　第１項　企 業 債

１１９,１００千円

１１７,２００千円

１,９００千円

支　　　　出

３６７,３００千円

３４４,３７８千円

２２,９２２千円

９３,１００千円

８１,０７０千円

１２,０３０千円

収　　　　入

４３６,２００千円

４３６,２００千円

４３,８００千円

４３,８００千円
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　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業資本的支出

　　第１項　建 設 改 良 費

　　第２項　企 業 債 償 還 金

　第２款　根上地区工業用水道事業資本的支出

　　第１項　建 設 改 良 費

　　第２項　企 業 債 償 還 金

　（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

支　　　　出

５７７,０００千円

４７０,８００千円

１０６,２００千円

１１４,３００千円

４６,７００千円

６７,６００千円

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　率 償還の方法

　証書借入 　年利５.０％以内辰口寺井地区工業用水道事業
（ 施 設 改 良 事 業 ）

８７,５００千円 

　政府資金その他借入先
の融資条件による。ただ
し、企業財政の都合によ
り据置期間及び償還期限
を短縮し、若しくは繰上
償還又は低利に借り換え
することができる。

　借入時期は令和５年
度とする。ただし、工
事の進捗状況等により
起債の全部又は一部を
翌年度以降に繰り越し
て借り入れることがで
きる。

（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

辰口寺井地区工業用水道事業
（ 施 設 拡 張 事 業 ）

３４８,７００千円 

根 上 地 区 工 業 用 水 道 事 業
（ 施 設 改 良 事 業 ）

４３,８００千円 
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　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

第１款辰口寺井地区工業用水道事業費用及び第２款根上地区工業用水道事業費用の同一款内の間のうち第１項

　 営業費用及び第２項営業外費用に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

　 経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　

　（重要な資産の取得）

第９条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産
1 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

2 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

　　機械及び装置           送水ポンプ　　　　　　　 　　一　式

　　機械及び装置        　 量水器　　　　　　　 　　　　一　式

3 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

（１）

（１） ２４,２５６千円

（１）
辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業

    機械及び装置　 　　　 機械電気設備　　　　　　　　　一　式

辰口寺井地区工業用水道事業施設拡張事業

根上地区工業用水道事業施設改良事業

    機械及び装置　 　　　 機械電気設備　　　　　　　　　一　式
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(2) 　処分する資産

1 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

2 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

令和５年２月２８日提出

能美市長　井　出　敏　朗

辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業

    機械及び装置　 　　　 機械電気設備　　　　　　　　　一　式

根上地区工業用水道事業施設改良事業

    機械及び装置　 　　　 機械電気設備　　　　　　　　　一　式
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　（総　則）

令和５年度能美市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

業務の予定量は、次のとおりとする。

　１　公共下水道事業

 　（１） 接続戸数

 　（２） 水洗化人口

 　（３） 年間総処理水量

 　（４） 一日平均処理水量

 　（５） 主要な建設改良事業

　　　 　 　イ　下水道管渠の延伸及び管渠施設の耐震化

　　　 　 　ロ　流域下水道事業の建設に要する経費の負担

　２　農業集落排水事業

 　（１） 接続戸数

 　（２） 水洗化人口

 　（３） 年間総処理水量

 　（４） 一日平均処理水量

議案第２３号

令 和 ５ 年 度 能 美 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

第１条

第２条

１６,９９２戸

４６,３１９人

５,７６５,９３６㎥

１５,７９７㎥

５７０,７００千円

９１,１００千円

７６０戸

１,８７０人

２１１,３３３㎥

５７９㎥
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　（収益的収入及び支出）

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　公 共 下 水 道 事 業 収 益

　　第１項 営 業 収 益

　　第２項 営 業 外 収 益

　　第３項 特 別 利 益

　第２款　農 業 集 落 排 水 事 業 収 益

　　第１項 営 業 収 益

　　第２項 営 業 外 収 益

　　第３項 特 別 利 益

　第１款　公 共 下 水 道 事 業 費 用

　　第１項 営 業 費 用

　　第２項 営 業 外 費 用

　　第３項 特 別 損 失

　第２款　農 業 集 落 排 水 事 業 費 用

　　第１項 営 業 費 用

　　第２項 営 業 外 費 用

　　第３項 特 別 損 失

第３条

収　　　　　入

１,６４０,３００千円

７８４,１７９千円

８５６,１１１千円

１０千円

９８,１００千円

２５,８３６千円

７２,２６２千円

２千円

支　　　　　出

１,５９４,３００千円

１,４３５,１５０千円

１５８,６５０千円

５００千円

１０６,０００千円

１０４,４７０千円

１,３８０千円

１５０千円
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　（資本的収入及び支出）

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

　 ５００，７００千円は、過年度分損益勘定留保資金４５０，９９１千円、消費税及び地方消費税資本的収支

　 調整額２３，３０９千円及び減債積立金２６，４００千円で補填するものとする。）。

　 

　第１款　公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入

　　第１項 企 業 債

　　第２項 他 会 計 補 助 金

　　第３項 補 助 金

　　第４項 受 益 者 負 担 金

　　第５項 工 事 負 担 金

　　第６項 繰 入 金

　第２款　農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 収 入

　　第１項 企 業 債

　　第２項 分 担 金

　　第３項 工 事 負 担 金

　第１款　公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出

　　第１項

　　第２項

　第２款　農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出

　　第１項

　　第２項

第４条

収　　　　　入

１,７８０,３００千円

１,１２２,２００千円

２８０,８１５千円

１３９,５００千円

９６,４８５千円

４１,３００千円

１００,０００千円

５９,１００千円

８,８００千円

３００千円

５０,０００千円

支　　　　　出

２,２４３,８００千円

建 設 改 良 費 ６６１,８００千円

企業債償還金 １,５８２,０００千円

９６,３００千円

建 設 改 良 費 ５１,５００千円

企業債償還金 ４４,８００千円
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　（企業債）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　（一時借入金）

一時借入金の限度額は、次のとおりと定める。

公共下水道事業

農業集落排水事業

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１款公共下水道事業費用及び第２款農業集落排水事業費用の同一款内の間のうち第１項営業費用、第２項

　 営業外費用及び第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

第５条

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

第６条

 (１) ４００,０００千円

 (２) ４０,０００千円

第７条

 (１)

流 域 下 水 道 事 業
（ 建 設 負 担 金 ）

９１,０００千円

公 共 下 水 道 事 業
（ 管 渠 布 設 ・ 耐 震 化 ）

３４７,６００千円

資 本 費 平 準 化 債 ６２７,６００千円

下 水 道 事 業 債
特 別 措 置 分

６４,８００千円

　証書借入
　借入時期は令和５
年度とする。ただ
し、工事の進捗状況
等により起債の全部
又は一部を翌年度以
降に繰り越して借り
入れることができ
る。

　年利５.０％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

　政府資金その他借入
先の融資条件による。
ただし、企業財政の都
合により据置期間及び
償還期限を短縮し、若
しくは繰上償還又は低
利に借り換えすること
ができる。
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　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

　 経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

　（他会計からの補助金）

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

公共下水道事業

農業集落排水事業

　（重要な資産の取得）

重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　類

取得する資産 構築物 Ｌ＝９６１．０ｍ

令和５年２月２８日提出

能美市長　井　出　敏　朗

第８条

 (１) ２９,７９８千円

第９条

 (１) ７１３,９９０千円

 (２) ３２,６７１千円

第１０条

名　称 数　量

 (１) 　下水道管渠布設（東部処理分区ほか）
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議案第２４号

令和５年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和５年度国民健康保険能美市立病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。

(１)病 院

一般病棟 ７４床（内訳：急性期一般病床 ３９床（うち休床４床）、地域包括ケア病床 ３５床）

療養病棟 ２６床（内訳：医療療養病床 ２６床）

入 院（年間） ２８，０４２人 入 院（１日平均患者数） ７６．６人

外 来（年間） ５２，６４４人 外 来（１日平均患者数） １９６．４人

(２)介護老人保健施設

入所定員（短期入所を含む） ７４人 通所リハビリテーション定員 ２５人

入所者（年間） ２５，９８６人 入所者（１日平均利用者数） ７１人

通所者（年間） ４，９４１人 通所者（１日平均利用者数） １９．３人
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（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５１，０８８千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

（収 入） （支 出）

第１款 病院事業収益 ２，３００，０００千円 第１款 病院事業費用 ２，３００，０００千円

第１項 医業収益 １，７５３，５１１千円 第１項 医業費用 ２，２７８，６６０千円

第２項 医業外収益 ５４６，４８６千円 第２項 医業外費用 ２１，０３９千円

第３項 特別利益 ３千円 第３項 特別損失 ２０１千円

第４項 予備費 １００千円

第２款 介護老人保健施設事業収益 ４８２，０００千円 第２款 介護老人保健施設事業費用 ４６６，０００千円

第１項 営業収益 ４２５，６３２千円 第１項 営業費用 ４６１，２８８千円

第２項 営業外収益 ５６，３６６千円 第２項 営業外費用 ４，７１０千円

第３項 特別利益 ２千円 第３項 特別損失 ２千円

（収 入） （支 出）

第１款 病院事業資本的収入 ６８７，９１２千円 第１款 病院事業資本的支出 ７３９，０００千円

第１項 企業債 ６１８，３００千円 第１項 建設改良費 ６３２，２０３千円

第２項 負担金 ５５，８６０千円 第２項 企業債償還金 １０６，７９７千円

第３項 補助金 １３，７５１千円

第４項 寄附金 １千円
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資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５１，０９９千円は当年度分損益勘定留保資金２３，４３４千円、減債積立金２７，６６５千円

で補てんする。

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

（収 入） （支 出）

第２款 介護老人保健施設事業資本的収入 １千円 第２款 介護老人保健施設事業資本的支出 ５１，１００千円

第１項 寄附金 １千円 第１項 建設改良費 ６，５８３千円

第２項 企業債償還金 ４４，５１７千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

(病院)

施設整備事業

医療機器整備事業

２１，７００千円

５９６，６００千円

普通貸借

又は

証券発行

５．０％以内（ただし、

利率見直し方式で借りる

場合は、当該見直し後の

利率）

政府資金については、その融資条件により、銀行その

他の場合は、その債権者と協定するものとする。ただ

し、その債権者と市財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換え

することができる。

(１)病 院 第１項医業費用、第２項医業外費用、第３項特別損失

(２)介護老人保健施設 第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

（他会計からの補助金）

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(１)病 院 職員給与費 １，３６１，９４８千円 交際費 ３２０千円

(２)介護老人保健施設 職員給与費 ３１３，０４３千円 交際費 １４０千円

(１)病 院 ４２３，０１９千円 救急医療の確保に要する経費 ８０，５２９千円

医師等の研究研修に要する経費 ２，５００千円

保健衛生行政事務に要する経費 ３６，７１５千円

追加費用に要する経費 ８，７８５千円

児童手当に要する経費 ８，５７５千円

基礎年金拠出金に要する経費 ３７，５９０千円

医師確保対策に要する経費 ７，４０６千円

企業債償還利子に要する経費 １，２９７千円

不採算地区病院の運営に要する経費 ９２，３００千円

高度医療に要する経費 ３６，３６２千円

企業債償還元金に要する経費 ５５，８６０千円

経営安定に要する経費 ５０，０００千円

(２)介護老人保健施設 ５０，０００千円 経営安定に要する経費 ５０，０００千円
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（たな卸資産購入費の購入限度額）

第１０条 たな卸資産購入費の購入限度額は、次のとおりと定める。

（重要な資産の取得）

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

令和５年２月２８日提出

能美市長 井 出 敏 朗

(１)病 院 ２５０，２８１千円

(２)介護老人保健施設 １８，８１９千円

種 類 名 称 数 量 備 考

建物附帯設備
別館改修

本館給排水設備改修

１式

１式

市立病院

器械及び備品

医療情報システム

超音波画像診断装

高圧蒸気滅菌装置

生体情報モニタ

心電図検査装置

無眼瞳眼底カメラ

１式

１式

１式

１式

１式

１式

市立病院
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